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(57)【要約】
【課題】低ＢＥＴ比表面積繊維状炭素ナノ構造体を用いて製造した不織布を提供する。
【解決手段】本発明による不織布は、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素
ナノ構造体と、繊維とを含む。本発明による不織布は、シート状部材として好適に使用可
能である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体と、繊維とを含む、不織
布。
【請求項２】
　前記繊維状炭素ナノ構造体１００質量部に対して、前記繊維を５質量部以上４０００質
量部以下の割合で含む、請求項１に記載の不織布。
【請求項３】
　前記繊維の平均繊維長が、５０μｍ以上である、請求項１又は２に記載の不織布。
【請求項４】
　前記繊維の平均繊維径が、３μｍ以上５０μｍ以下である、請求項１～３の何れかに記
載の不織布。
【請求項５】
　前記繊維状炭素ナノ構造体がカーボンナノチューブを含む、請求項１～４の何れかに記
載の不織布。
【請求項６】
　前記繊維が炭素繊維を含む、請求項１～５の何れかに記載の不織布。
【請求項７】
　請求項１～６の何れかに記載の不織布の製造方法であって、
　ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体と、繊維と、分散媒とを
含む分散液から前記分散媒を除去して不織布を形成する工程を含む、不織布製造方法。
【請求項８】
　前記分散媒中に前記繊維状炭素ナノ構造体を添加してなる粗分散液を６０ＭＰａ以上２
００ＭＰａ以下の圧力で細管流路へと圧送し、前記粗分散液にせん断力を与えて平均粒子
径が６０μｍ以下の繊維状炭素ナノ構造体分散液を得た後、前記繊維状炭素ナノ構造体分
散液に前記繊維を混合して前記分散液を調製する工程を更に含む、請求項７に記載の不織
布製造方法。
 
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不織布およびその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、軽量であるとともに、導電性、熱伝導性および機械的特性に優れる材料として、
カーボンナノチューブ（以下、「ＣＮＴ」と称することがある。）が注目されている。し
かし、ＣＮＴ等の繊維状炭素ナノ構造体は直径がナノメートルサイズの微細な構造体であ
るため、単体では取り扱い性や加工性が悪い。そこで、例えば、複数本のＣＮＴを用いて
不織布を形成し、当該不織布を放熱シートや導電膜などとして用いることが提案されてい
る。具体的には、例えば特許文献１では、溶媒とＣＮＴとを含むカーボンナノチューブ分
散液をろ過および乾燥して得たシートを加圧プレスすることにより成膜した不織布を、太
陽電池やタッチパネルなどの電極を構成する部材（例えば、導電膜や触媒層など）として
用いることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１０５９０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　ところで、ＣＮＴ等の繊維状炭素ナノ構造体の製造には高度な技術および高い製造コス
トが必要である。特に、ＢＥＴ比表面積が大きい繊維状炭素ナノ構造体は、製造コストが
高かった。一方、ＢＥＴ比表面積の小さい繊維状炭素ナノ構造体は、比較的低コストで製
造可能なことが知られている。そのため、製造コストの観点からは、放熱シートや導電膜
などのシート状部材として用いられる不織布として、ＢＥＴ比表面積の小さい繊維状炭素
ナノ構造体を使用して形成したものが注目されている。
【０００５】
　しかし、本発明者がＢＥＴ比表面積の小さい繊維状炭素ナノ構造体を使用した不織布の
形成について鋭意研究を行ったところ、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭
素ナノ構造体は互いに絡み合い難く、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素
ナノ構造体のみを用いた不織布は形成し難い（即ち、成膜性が低い）ことが明らかとなっ
た。特に、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体を含む分散液を
ろ過および乾燥して得た不織布は、成膜性が低く、プレス処理等の後処理を施さなければ
自立性を有するシート状部材として使用し難いことが明らかとなった。
【０００６】
　そこで、本発明は、シート状部材として好適に使用可能な、ＢＥＴ比表面積の小さい繊
維状炭素ナノ構造体を用いて製造した不織布及びその製造方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　即ち、この発明は、上記課題を有利に解決することを目的とするものであり、本発明の
不織布は、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体と、繊維とを含
むことを特徴とする。このような不織布は、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維
状炭素ナノ構造体を使用しているので、製造コストが低い。また、ＢＥＴ比表面積が６０
０ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体に加えて繊維も含む不織布は、良好に形成するこ
とができ、成膜性にも優れている。ここで、本発明において、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ
２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体を「低ＢＥＴ比表面積繊維状炭素ナノ構造体」と称す
る。
　なお、本発明において、「ＢＥＴ比表面積」とは、ＢＥＴ法を用いて測定した窒素吸着
比表面積を指す。
　また、本発明において、「繊維状炭素ナノ構造体」とは、外径（繊維径）が１μｍ未満
の繊維状の炭素構造体を指す。また、本発明において、「繊維」とは、繊維径が１μｍ以
上の繊維状物質を指し、「繊維」には「繊維状炭素ナノ構造体」は含まれない。
【０００８】
　本発明の不織布では、前記繊維状炭素ナノ構造体１００質量部に対して、前記繊維を５
質量部以上４０００質量部以下の割合で含むことが好ましい。このような比率で繊維状炭
素ナノ構造体と繊維とを配合することで、不織布の強度を向上させることができる。
【０００９】
　また、本発明の不織布では、前記繊維の平均繊維長が、５０μｍ以上であることが好ま
しい。不織布に含有される繊維の平均繊維長が、５０μｍ以上であれば、不織布の強度を
向上させることができる。
　なお、本発明において、繊維の平均繊維長は、走査型電子顕微鏡を用いて無作為に選択
した繊維１００本の繊維長を測定して求めることができる。　
【００１０】
　また、本発明の不織布では、前記繊維の平均繊維径が、３μｍ以上５０μｍ以下である
ことが好ましい。不織布に含有される繊維の平均繊維径がかかる範囲内であれば、不織布
の強度を向上させることができる。
　なお、本発明において、繊維の平均繊維径は、走査型電子顕微鏡を用いて無作為に選択
した繊維１００本の繊維径を測定して求めることができる。
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【００１１】
　本発明の不織布では、前記繊維状炭素ナノ構造体がカーボンナノチューブを含むことが
好ましい。繊維状炭素ナノ構造体としてカーボンナノチューブを配合することで、不織布
の強度及び導電性を向上させることができる。
【００１２】
　本発明の不織布では、前記繊維が炭素繊維を含むことが好ましい。繊維として炭素繊維
を配合することで、不織布の導電性を向上させることができる。
【００１３】
　また、上記課題を有利に解決する本発明の不織布製造方法は、ＢＥＴ比表面積が６００
ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体と、繊維と、分散媒とを含む分散液から前記分散媒
を除去して不織布を形成する工程を含むことを特徴とする。かかる不織布製造方法によれ
ば、低コストで不織布を製造することができる。また、不織布を良好に形成することがで
きる。
【００１４】
　また、本発明にかかる不織布製造方法は、前記分散媒中に前記繊維状炭素ナノ構造体を
添加してなる粗分散液を６０ＭＰａ以上２００ＭＰａ以下の圧力で細管流路へと圧送し、
前記粗分散液にせん断力を与えて平均粒子径が６０μｍ以下の繊維状炭素ナノ構造体分散
液を得た後、前記繊維状炭素ナノ構造体分散液に前記繊維を混合して前記分散液を調製す
る工程を更に含むことが好ましい。このような工程を実施することで、不織布の強度を向
上させることができる。
　なお、本発明において、繊維状炭素ナノ構造体分散液の「平均粒子径」とは、繊維状炭
素ナノ構造体分散液中に含まれている固形物のメジアン径（体積換算値）を指し、粒度分
布計を用いて測定することができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、シート状部材として好適に使用可能な、低ＢＥＴ比表面積繊維状炭素
ナノ構造体を含有してなる不織布を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。
　ここで、本発明の不織布は、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下である繊維状炭素ナ
ノ構造体と、繊維とを含む。本発明の不織布は、本発明の不織布製造方法を用いて製造す
ることができる。
【００１７】
（不織布）
　本発明の不織布は、通常、複数本の繊維状炭素ナノ構造体と、複数本の繊維とをシート
状に集合させて形成した不織布である。なお、不織布には、繊維状炭素ナノ構造体および
繊維以外に、不織布の製造時に使用した添加物等のその他の成分が含まれていてもよい。
そして、本発明の不織布は、集合体を構成する繊維状炭素ナノ構造体が、ＢＥＴ比表面積
が６００ｍ２／ｇ以下と、低ＢＥＴ比表面積であることを大きな特徴の一つとする。なお
、本発明の不織布は、支持体が存在していなくとも膜としての形状を保つことができる自
立膜である。
　ここで、一般に、ＢＥＴ比表面積が小さい繊維状炭素ナノ構造体は、ＢＥＴ比表面積が
大きい繊維状炭素ナノ構造体と比較して安価で製造することはできるものの、互いに絡み
合い難く、ＢＥＴ比表面積が小さい繊維状炭素ナノ構造体のみでは自立性に優れる不織布
を形成し難いと考えられている。しかし驚くべきことに、本発明者は、低ＢＥＴ比表面積
繊維状炭素ナノ構造体に対して繊維を配合することで、低ＢＥＴ比表面積繊維状炭素ナノ
構造体を用いた膜（不織布）を良好に形成できることを見出し、本発明を完成させた。
【００１８】
＜繊維状炭素ナノ構造体＞
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　本発明に用いる繊維状炭素ナノ構造体は、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下である
が、４００ｍ２／ｇ以下であることが好ましく、さらに、１００ｍ２／ｇ以上であること
が好ましく、１５０ｍ２／ｇ以上であることが更に好ましい。繊維状炭素ナノ構造体のＢ
ＥＴ比表面積を６００ｍ２／ｇ以下とすることで、不織布の製造コストを低くすることが
できる。また、繊維状炭素ナノ構造体のＢＥＴ比表面積を１００ｍ２／ｇ以上とすること
で、成膜性を向上させることができる。
【００１９】
　さらに、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体は、カーボンナ
ノチューブ（ＣＮＴ）を含むことが好ましい。繊維状炭素ナノ構造体としてＣＮＴを配合
することで、本発明の不織布の強度及び導電性を向上させることができる。ＢＥＴ比表面
積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体に含まれるＣＮＴとしては、特に限定さ
れることなく、単層カーボンナノチューブおよび／または多層カーボンナノチューブが挙
げられる。さらに、好ましくはＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構
造体は、多層カーボンナノチューブである。
【００２０】
　ここで、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体は、円筒形状の
炭素ナノ構造体であるＣＮＴのみからなるものであってもよいし、ＣＮＴと、ＣＮＴ以外
の非円筒形状の繊維状炭素ナノ構造体との混合物であってもよい。なおかかる非円筒形状
の繊維状炭素ナノ構造体は、炭素の六員環ネットワークが扁平筒状に形成されてなる炭素
ナノ構造体等の非円筒形状の炭素ナノ構造体である。
【００２１】
　更に、繊維状炭素ナノ構造体の平均直径（Ａｖ）は、０．５ｎｍ以上であることが好ま
しく、１ｎｍ以上であることがより好ましく、３ｎｍ以上であることが更に好ましく、５
０ｎｍ以下であることが好ましく、４０ｎｍ以下であることがより好ましく、３０ｎｍ以
下であることが更に好ましい。繊維状炭素ナノ構造体の平均直径（Ａｖ）が０．５ｎｍ以
上であれば、繊維状炭素ナノ構造体の凝集を抑制して繊維状炭素ナノ構造体の分散性を高
めることができる。また、繊維状炭素ナノ構造体の平均直径（Ａｖ）が５０ｎｍ以下であ
れば、不織布の強度を十分に高めることができる。
　なお、本発明において、繊維状炭素ナノ構造体の平均直径は、透過型電子顕微鏡を用い
て無作為に選択した繊維状炭素ナノ構造体１００本の直径（外径）を測定して求めること
ができる。また、繊維状炭素ナノ構造体の平均直径は、繊維状炭素ナノ構造体の製造方法
や製造条件を変更することにより調整してもよいし、異なる製法で得られた繊維状炭素ナ
ノ構造体を複数種類組み合わせることにより調整してもよい。
【００２２】
　また、繊維状炭素ナノ構造体として、構造体の平均長さが１００μｍ以下であるものも
使用することができる。
【００２３】
＜繊維＞
　本発明に用いる繊維は、上述したＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナ
ノ構造体とは異なる。そのような繊維は、特に限定されることなく、例えば、ナイロン、
ポリエステル、アクリル、アラミド、及びポリパラフェニレンベンズオキサゾールなどの
合成繊維、セルロース、キチン、及びキトサンなどの不溶性食物繊維、ガラス繊維、並び
に炭素繊維であり得る。好ましくは、本発明の不織布は炭素繊維を含有する。不織布に炭
素繊維を含有させることで、不織布の導電性を向上させることができる。
　なお、一般に、炭素繊維は、カーボンナノチューブなどの繊維状炭素ナノ構造体よりも
導電性が低いと考えられている。しかし、繊維状炭素ナノ構造体と炭素繊維とを用いて形
成した不織布は、驚くべきことに、繊維状炭素ナノ構造体と、当該繊維状炭素ナノ構造体
よりも導電性の低い炭素繊維とを用いた場合であっても、繊維状炭素ナノ構造体のみを用
いて形成した不織布よりも優れた導電性を発揮することができる。この理由は、明らかで
はないが、繊維状炭素ナノ構造体と炭素繊維とが良好に絡み合うことで不織布内に導電パ



(6) JP 2017-8437 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

スが良好に形成されるためであると推察される。
【００２４】
　ここで、本発明に用いうる炭素繊維としては、例えば、ＰＡＮ（Polyacrylonitrile）
系、ピッチ（ＰＩＴＣＨ）系からつくられた炭素繊維や黒鉛繊維が挙げられる。さらに、
本発明に用いうる繊維として、炭素繊維、樹脂繊維およびガラス繊維等の繊維状材料の表
面を金属で被覆してなる金属被覆繊維も用いることができる。なお、繊維状材料の表面を
被覆する金属としては、例えば、ニッケル、イッテルビウム、金、銀、銅などが挙げられ
る。また、繊維状材料の表面に金属を被覆する方法としては、例えば、メッキ法、ＣＶＤ
法、ＰＶＤ法、イオンプレーティング法、蒸着法などを用いることができる。特に、繊維
としてピッチ系炭素繊維を用いることが好ましい。繊維としてピッチ系炭素繊維を配合す
ることで、不織布の導電率を向上させることができるからである。
これらの繊維は、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００２５】
　本発明の不織布では、繊維状炭素ナノ構造体１００質量部に対して、繊維を５質量部以
上配合することが好ましく、１０質量部以上配合することがより好ましく、４０００質量
部以下配合することが好ましく、１２００質量部以下配合することがより好ましく、８０
０質量部以下配合することが更に好ましい。繊維の添加量を上記下限値以上とすることに
よって、不織布の成膜性を一層向上させることができる。また、繊維の添加量を上記上限
値以下とすることによって、不織布の耐粉落ち性を一層向上させることができる。
【００２６】
　特に、本発明の不織布では、繊維状炭素ナノ構造体１００質量部に対して、繊維を２５
質量部以上配合することが更に好ましく、５０質量部以上配合することが特に好ましく、
４００質量部以下配合することが特に好ましく、２００質量部以下配合することが更に特
に好ましい。上記特定範囲の割合で低ＢＥＴ比表面積の繊維状炭素ナノ構造体と繊維とを
配合することで、不織布の強度が特に向上するからである。
　なお、下記の表１に示す参考例からも明らかなように、本発明者の研究によれば、ＢＥ
Ｔ比表面積が６００ｍ２／ｇ超である高ＢＥＴ比表面積繊維状炭素ナノ構造体（下記の参
考例ではＢＥＴ比表面積が８１２ｍ２／ｇのカーボンナノチューブを使用）は、互いに良
好に絡み合って強固な不織布を形成することが可能であるため、繊維を併用することなく
高ＢＥＴ比表面積繊維状炭素ナノ構造体のみを用いて不織布を形成した方が高強度の不織
布が得られる。そのため、高ＢＥＴ比表面積繊維状炭素ナノ構造体を使用した不織布では
、繊維の配合量が増えるほど強度が低下する。しかし、驚くべきことに、ＢＥＴ比表面積
が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体を使用した不織布においては、繊維を所定
の割合で併用した方が、不織布の強度を向上させることができる。
【００２７】
【表１】

＊１　高ＢＥＴ比表面積ＣＮＴとしては、スーパーグロース法（国際公開第２００６／０
１１６５５号参照）に準じて調製したＣＮＴを用いた。かかる高ＢＥＴ比表面積ＣＮＴの
平均直径は３ｎｍであった。
＊２　ピッチ系炭素繊維（三菱樹脂株式会社製、ダイアリード（登録商標）Ｋ２２３ＨＭ
）であり、平均繊維径は１０μｍ、平均繊維長は２００μｍであった。
＊３　各不織布を４×２ｃｍに切り抜いたものを試験体とした。小型卓上引張試験機（日
本電産シンポ社製、型番「ＦＧＳ-ＴＶ」）を用いて、試験体１ｃｍをチャックでつかみ
、３０ｍｍ／分の引っ張り速度にて引張試験を行い、試験体が破断した際の荷重（Ｎ）を
厚み（ｍｍ）で割った値を評価した。
【００２８】
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　また、繊維の平均繊維長は、５０μｍ以上であることが好ましく、１００μｍ以上であ
ることがより好ましい。このような長さを有する繊維を均一に不織布中で分散させること
により、繊維を骨組みのように作用させることができ、成膜性及び強度を向上させること
ができると推察される。なお、繊維の平均長さは、通常、１０００μｍ以下である。
　なお、本発明において、繊維の平均繊維長は、走査型電子顕微鏡を用いて無作為に選択
した繊維１００本の繊維長を測定して求めることができる。
【００２９】
　また、繊維の平均繊維径は３μｍ以上が好ましく、５μｍ以上がより好ましく、５０μ
ｍ以下が好ましく、２５μｍ以下がより好ましい。このような平均繊維径を有する繊維は
、繊維状炭素ナノ構造体と共に不織布を形成する際にいわば「骨組み」のような役割を果
たすことができるからである。すなわち本発明の不織布内において、骨組みのように延在
する繊維と繊維状炭素ナノ構造体とが相互作用して、不織布の強度を向上させることが可
能となると推察される。
　なお、本発明において、繊維の平均繊維径は、走査型電子顕微鏡を用いて無作為に選択
した繊維１００本の繊維径を測定して求めることができる。
【００３０】
　さらに、繊維の平均繊維径は、繊維状炭素ナノ構造体の平均直径の１００倍以上１００
０倍以下であることが好ましい。繊維状炭素ナノ構造体の平均直径と繊維の平均繊維径と
の比をこのような範囲内とすることで、繊維状炭素ナノ構造体が繊維の骨組みの間に入り
込み易くなり、繊維同士の間の空間を埋めるように延在しつつ繊維に絡みつくことで、不
織布の強度を一層向上させることができると推察される。
【００３１】
＜その他＞
　また、不織布に任意に含有され得るその他の成分としては、特に限定されることなく、
不織布の調製時に使用した分散剤などの既知の添加剤が挙げられる。これらは、製法上の
理由により不織布中に不可避的に残留するものである。
【００３２】
（不織布製造方法）
　本発明の不織布製造方法は、上述した本発明の不織布を製造する際に用いることができ
る。そして、本発明の不織布製造方法は、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状
炭素ナノ構造体と、繊維と、分散媒とを含む分散液から分散媒を除去して不織布を形成す
る工程（不織布形成工程）を含むことを特徴とする。なお、本発明の不織布の製造方法は
、不織布の形成に用いられる上記分散液を調製する工程（分散液調製工程）を不織布形成
工程の前に含んでいてもよい。そして、本発明の不織布製造方法によれば、ＢＥＴ比表面
積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体を含む不織布を成膜することができる。
【００３３】
＜分散液調製工程＞
　分散液調製工程では、上述した繊維状炭素ナノ構造体および繊維と、任意の添加剤とを
分散媒に分散または溶解させて分散液を調製する。なお、分散媒に分散させる繊維状炭素
ナノ構造体および繊維の量の比率は、通常、分散液を用いて形成される不織布に含有させ
る繊維状炭素ナノ構造体および繊維の量の比率と同じにする。
【００３４】
　ここで、分散液調製工程では、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ
構造体と、繊維と、任意の添加剤とを分散媒に添加して得た粗分散液に対して分散処理を
施して分散液を調製してもよいが、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナ
ノ構造体と任意の添加剤とを分散媒に添加して得た粗分散液に対して分散処理を施して繊
維状炭素ナノ構造体分散液を得た後、繊維状炭素ナノ構造体分散液に繊維を混合すること
により分散液を調製することが好ましい。凝集し易くて分散し難い繊維状炭素ナノ構造体
を予め分散させた後に繊維と混合すれば、繊維状炭素ナノ構造体および繊維が良好に分散
した分散液を得ることができるからである。そして、繊維状炭素ナノ構造体および繊維が
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良好に分散した分散液を使用すれば、均質で強度に優れる不織布を形成することができる
。
【００３５】
　そこで、以下では、分散液調製工程において分散液を調製する方法の一例として、繊維
状炭素ナノ構造体分散液を得た後、繊維状炭素ナノ構造体分散液に繊維を混合することに
より分散液を調製する方法について詳細に説明する。
【００３６】
［粗分散液の調製］
　繊維状炭素ナノ構造体と任意の添加剤とを含む粗分散液は、分散媒に対して繊維状炭素
ナノ構造体および任意の添加剤を添加した後、任意にホモジナイザーなどの混合器を用い
て混合することにより調製することができる。
【００３７】
[[分散剤]]
　ここで、分散剤としては、繊維状炭素ナノ構造体を分散可能であり、後述する分散媒に
溶解可能であれば、特に限定されないが、界面活性剤、合成高分子または天然高分子を用
いることができる。
　具体的には、界面活性剤としては、ドデシルスルホン酸ナトリウム、デオキシコール酸
ナトリウム、コール酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウムなどが挙げら
れる。
　また、合成高分子としては、例えば、ポリエーテルジオール、ポリエステルジオール、
ポリカーボネートジオール、ポリビニルアルコール、部分けん化ポリビニルアルコール、
アセトアセチル基変性ポリビニルアルコール、アセタール基変性ポリビニルアルコール、
ブチラール基変性ポリビニルアルコール、シラノール基変性ポリビニルアルコール、エチ
レン－ビニルアルコール共重合体、エチレン－ビニルアルコール－酢酸ビニル共重合樹脂
、ジメチルアミノエチルアクリレート、ジメチルアミノエチルメタクリレート、アクリル
系樹脂、エポキシ樹脂、変性エポキシ系樹脂、フェノキシ樹脂、変性フェノキシ系樹脂、
フェノキシエーテル樹脂、フェノキシエステル樹脂、フッ素系樹脂、メラミン樹脂、アル
キッド樹脂、フェノール樹脂、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸、ポリスチレンスル
ホン酸、ポリエチレングリコール、ポリビニルピロリドンなどが挙げられる。
　更に、天然高分子としては、例えば、多糖類であるデンプン、プルラン、デキストラン
、デキストリン、グアーガム、キサンタンガム、アミロース、アミロペクチン、アルギン
酸、アラビアガム、カラギーナン、コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、カードラン、キ
チン、キトサン、セルロース、並びに、その塩または誘導体が挙げられる。なお、「誘導
体」とは、エステルやエーテルなどの従来公知の化合物を意味する。
　これらの分散剤は、１種または２種以上を混合して用いることができる。
【００３８】
[[分散媒]]
　また、分散媒としては、特に限定されることなく、例えば、水、メタノール、エタノー
ル、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、イソブタノール、ｔ－ブタ
ノール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、ノナノール、デカ
ノール、アミルアルコールなどのアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロ
ヘキサノンなどのケトン類、酢酸エチル、酢酸ブチルなどのエステル類、ジエチルエーテ
ル、ジオキサン、テトラヒドロフランなどのエーテル類、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド
、Ｎ－メチルピロリドンなどのアミド系極性有機溶媒、トルエン、キシレン、クロロベン
ゼン、オルトジクロロベンゼン、パラジクロロベンゼンなどの芳香族炭化水素類などが挙
げられる。これらは１種類のみを単独で用いてもよいし、２種類以上を混合して用いても
よい。
【００３９】
［繊維状炭素ナノ構造体分散液の調製］
　粗分散液に対して分散処理を施して繊維状炭素ナノ構造体分散液を調製する際の分散処
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理としては、特に限定されることなく、既知の分散処理を用いることができる。具体的に
は、分散処理としては、キャビテーション効果または解砕効果が得られる分散処理を用い
ることができる。なお、キャビテーション効果が得られる分散処理は、液体に高エネルギ
ーを付与した際、水に生じた真空の気泡が破裂することにより生じる衝撃波を利用した分
散方法である。そして、キャビテーション効果が得られる分散処理の具体例としては、超
音波ホモジナイザーによる分散処理、ジェットミルによる分散処理および高剪断撹拌装置
による分散処理が挙げられる。また、解砕効果が得られる分散処理は、粗分散液にせん断
力を与えて繊維状炭素ナノ構造体の凝集体を解砕・分散させ、さらに粗分散液に背圧を負
荷することで、気泡の発生を抑制しつつ、繊維状炭素ナノ構造体を分散媒中に均一に分散
させる分散方法である。そして、解砕効果が得られる分散処理は、市販の分散システム（
例えば、製品名「ＢＥＲＹＵ　ＳＹＳＴＥＭ　ＰＲＯ」（株式会社美粒製）など）を用い
て行うことができる。
【００４０】
　上述した中でも、繊維状炭素ナノ構造体分散液を調製する際の分散処理としては、細管
流路を備える分散処理装置を使用し、粗分散液を細管流路に圧送して粗分散液にせん断力
を与えることで繊維状炭素ナノ構造体を分散させる分散処理が好ましい。粗分散液を細管
流路に圧送して粗分散液にせん断力を与えることで繊維状炭素ナノ構造体を分散させれば
、繊維状炭素ナノ構造体の損傷の発生を抑制しつつ、繊維状炭素ナノ構造体を良好に分散
させることができる。
【００４１】
　ここで、細管流路を備える分散処理装置としては、例えば、湿式ジェットミル（例えば
、製品名「ＪＮ５」、「ＪＮ１０」、「ＪＮ２０」、「ＪＮ１００」、「ＪＮ１０００」
（いずれも株式会社常光製）など）および上述した分散システム（株式会社美粒製、製品
名「ＢＥＲＹＵ　ＳＹＳＴＥＭ　ＰＲＯ」）などが挙げられる。
【００４２】
　そして、上記分散処理装置が備える細管流路は、単一の細管流路であっても、下流の任
意の位置に合流部を有する複数の細管流路であってもよい。但し、粗分散液同士をより効
果的に衝突させてせん断力を付与する観点からは、分散処理装置が備える細管流路は、下
流の任意の位置に合流部を有する複数の細管流路であることが好ましい。
【００４３】
　更に、分散処理装置が備える細管流路の直径は、特に限定されないが、粗分散液が目詰
まりすることなく粗分散液に高速流せん断を効果的に付与する観点から、５０μｍ以上１
０００μｍ以下であることが好ましく、５０μｍ以上６００μｍ以下であることがより好
ましい。
【００４４】
　また、細管流路に粗分散液を圧送する手段としては、特に限定されることなく、高圧ポ
ンプやピストン構造を有するシリンダを用いることができる。
【００４５】
　そして、細管流路に粗分散液を圧送する際の圧力は、特に限定されることなく、６０Ｍ
Ｐａ以上２００ＭＰａ以下とすることが好ましい。粗分散液を圧送する際の圧力を上記範
囲内とすれば、繊維状炭素ナノ構造体の損傷の発生を十分に抑制しつつ、繊維状炭素ナノ
構造体を良好に分散させることができる。
【００４６】
　また、細管流路を用いた分散処理の条件（圧力、処理回数など）は、得られる繊維状炭
素ナノ構造体分散液中に１ｍｍ以上の凝集体が目視で確認されない条件とすることが好ま
しく、粒度分布計で測定した際のメジアン径（体積換算の平均粒子径）の値が６０μｍ以
下となるレベルで繊維状炭素ナノ構造体が分散する条件とすることがより好ましい。繊維
状炭素ナノ構造体を良好に分散させれば、繊維状炭素ナノ構造体分散液を用いて形成した
不織布の導電性を更に向上させることができる。
【００４７】
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［繊維の混合（分散液の調製）］
　繊維状炭素ナノ構造体分散液と繊維との混合は、特に限定されることなく、例えばホモ
ジナイザーなどの混合器を用いて行うことができる。
【００４８】
＜不織布形成工程＞
　不織布形成工程では、繊維状炭素ナノ構造体と、繊維と、分散媒と、任意の添加剤とを
含有する上記分散液から分散媒を除去して、不織布を形成する。具体的には、不織布形成
工程では、例えば多孔質基材を用いて分散液をろ過し、得られたろ過物を乾燥させること
により、不織布を形成する。
　なお、分散液をろ過して得られたろ過物は、乾燥させる前に、水やアルコールなどを用
いて洗浄してもよい。
【００４９】
　ここで、多孔質基材としては、特に限定されることなく、ろ紙や、セルロース、ニトロ
セルロース、アルミナ等よりなる多孔質シートを挙げることができる。
　また、ろ過方法としては、自然ろ過、減圧ろ過、加圧ろ過などの既知のろ過方法を用い
ることができる。
【００５０】
　ろ過により得られたろ過物を乾燥する方法としては、公知の乾燥方法を採用できる。乾
燥方法としては、熱風乾燥法、真空乾燥法、熱ロール乾燥法、赤外線照射法等が挙げられ
る。乾燥温度は、特に限定されないが、通常、室温～２００℃、乾燥時間は、特に限定さ
れないが、通常、０．１～１５０分である。
【００５１】
＜不織布の性状＞
　そして、上記不織布形成工程を経て得られた不織布は、自立性に優れており、プレス処
理等を行わなくても、多孔質基材から剥離してそのまま自立膜として用いることができる
。なお、本発明の不織布は、厚さが１０ｎｍ～３μｍ、面積が１ｍｍ２～１００ｃｍ２の
サイズにおいて支持体無しで不織布としての形状を保つことが好ましい。
【００５２】
　また、上記不織布形成工程を経て得られた不織布は、ろ過の際に繊維状炭素ナノ構造体
と繊維とが絡み合うことで形成されており、通常、密度が１．０ｇ／ｃｍ３以下、好まし
くは０．５ｇ／ｃｍ３以下、より好ましくは０．３ｇ／ｃｍ３以下と軽量である。
　なお、本発明において、不織布の密度は、不織布の質量、面積および厚さを測定し、不
織布の質量を体積で割って求めることができる。
【実施例】
【００５３】
　以下、本発明について実施例に基づき具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限
定されるものではない。なお、以下の説明において、量を表す「％」、および「部」は、
特に断らない限り、質量基準である。
　実施例および比較例において、各種の測定は、以下の方法に従って行った。
【００５４】
＜成膜性＞
　不織布の作製時にろ紙から剥がす前の状態を目視評価した。評価基準は以下の通りとし
た。
　Ａ：不織布の表面に平面方向に長さ１ｍｍ以上のヒビがなく、及び、ろ紙を上から見た
ときに収縮により見えるろ紙の面積が、ろ紙全体の１０％未満である状態
　Ｂ：不織布の表面に平面方向に長さ１ｍｍ以上のヒビがなく、及び、収縮により上から
みてろ紙の１０％以上２０％未満が見える状態
　Ｆ：不織布の表面に平面方向に長さ１ｍｍ以上のヒビが生じ、及び／又は、収縮により
上からみてろ紙の２０％以上が見える状態
＜耐粉落ち性＞
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　不織布の上にシクロヘキサンを十分に染み込ませたキムワイプを乗せた。更に、キムワ
イプの上に、均一に圧力がかかるように、１ｋｇの重しを乗せた。３０秒経過後に重しを
外して、キムワイプに付着した物質の有無を目視にて確認し、以下の基準で評価した。
　Ａ：キムワイプに付着物無し
　Ｂ：キムワイプに付着物有り　
＜破断強度＞
　各不織布を４×２ｃｍに切り抜いたものを試験体とした。小型卓上引張試験機（日本電
産シンポ社製、型番「ＦＧＳ-ＴＶ」）を用いて、試験体１ｃｍをチャックでつかみ、３
０ｍｍ／分の引っ張り速度にて引張試験を行い、試験体が破断した際の荷重（Ｎ）を厚み
（ｍｍ）で割った値を評価した。
＜密度＞
　不織布の質量、面積および厚さを測定し、不織布の質量を体積で割って算出した。
＜導電率＞
　作製した不織布から寸法１０ｍｍ×１０ｍｍの正方形の試験片を４個切り出し、測定サ
ンプルとした。
　そして、低抵抗率計（三菱化学アナリテック社製、製品名「ロレスタ（登録商標）ＧＰ
ＭＣＰ－Ｔ６１０」）を用い、ＪＩＳ Ｋ７１９４に準拠した方法で測定サンプルの導電
率を測定した。具体的には、測定サンプルを絶縁ボードの上に固定し、測定サンプルの中
心位置（縦５ｍｍ、横５ｍｍの位置）にＬＳＰプローブを押し当て、１０Ｖの電圧をかけ
て各測定サンプルの導電率を測定した。そして、測定値の平均値を求めて不織布の導電率
とした。
【００５５】
（実施例１）
＜繊維の準備＞
　繊維としてピッチ系炭素繊維（三菱樹脂株式会社製、ダイアリード（登録商標）Ｋ２２
３ＨＭ）を準備した。
　なお、走査型電子顕微鏡（日立ハイテクノロジーズ製、Ｓ－４３００）を用いて測定し
たピッチ系炭素繊維の平均繊維径は、１０μｍであった。また、走査型電子顕微鏡（日立
ハイテクノロジーズ製、Ｓ－４３００）を用いて測定したピッチ系炭素繊維の平均繊維長
は、２００μｍであった。
＜分散液の調製＞
　ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体である多層ＣＮＴ（KUMH
O PETROCHEMICAL社製、商品名「Ｋ－ＮＡＮＯ」、平均繊維径：１３ｎｍ、平均繊維長：
３０μｍ、ＢＥＴ比表面積：２６６ｍ２／ｇ）４００ｍｇを、２Ｌのメチルエチルケトン
中に投入し、ホモジナイザーにより２分間撹拌して粗分散液を調製した。
　次に、得られた粗分散液を、直径０．５ｍｍの細管流路を備えた湿式ジェットミル（株
式会社常光製、ＪＮ２０）に１００ＭＰａの圧力で２サイクル通過させ、繊維状炭素ナノ
構造体をメチルエチルケトン中に分散させて濃度０．２０％の繊維状炭素ナノ構造体分散
液を得た。なお、レーザー回折／散乱式粒子径分布測定装置（堀場製作所製、ＬＡ－９６
０）にて繊維状炭素ナノ構造体分散液中の繊維状炭素ナノ構造体のメジアン径（体積換算
の平均粒子径）を測定したところ、メジアン径は４１．２μｍであった。
　その後、得られた繊維状炭素ナノ構造体分散液に対し、繊維としてのピッチ系炭素繊維
を４０ｍｇ投入し、ホモジナイザーにより２分間撹拌して分散液を得た。
＜不織布の製造＞
　得られた分散液１６ｇをキリヤマろ紙（Ｎｏ．５Ａ、直径３ｃｍ）を用いて減圧ろ過し
、ろ物を温度８０℃の雰囲気下で６０分間乾燥させてシート状の不織布を得た。そして、
室温まで冷却した後、ろ紙上で不織布の成膜性を評価し、その後、不織布をろ紙から剥が
し、不織布の強度、耐粉落ち性、導電率、及び密度を評価した。結果を表２に示す。
【００５６】
（実施例２～８）
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　繊維の配合量を表２に記載の通りに変更した以外は実施例１と同様にして不織布を製造
し、得られた不織布について成膜性、強度、耐粉落ち性、導電率、及び密度を評価した。
結果を表２に示す。
【００５７】
（実施例９）
＜繊維の準備＞
　繊維として、合成繊維であるポリパラフェニレンベンズオキサゾール繊維（東洋紡株式
会社製、商品名「Ｚｙｌｏｎ ＨＭ（登録商標）」）を準備した。
　なお、走査型電子顕微鏡（日立ハイテクノロジーズ製、Ｓ－４３００）を用いて測定し
た合成繊維の平均繊維径は、２０μｍであった。また、走査型電子顕微鏡（日立ハイテク
ノロジーズ製、Ｓ－４３００）を用いて測定した合成繊維の平均長さは、１０００μｍで
あった。
＜分散液の調製＞
　実施例１と同様にして得た繊維状炭素ナノ構造体分散液に対し、繊維としての合成繊維
を２００ｍｇ投入し、ホモジナイザーにより２分間撹拌して分散液を得た。
＜不織布の製造＞
　上述のようにして得られた分散液から、実施例１と同様にして不織布を製造した。得ら
れた不織布について成膜性、強度、耐粉落ち性、導電率、及び密度を評価した。結果を表
２に示す。
【００５８】
（比較例１）
　繊維を使用することなく、濃度０．２０％の繊維状炭素ナノ構造体分散液のみを用いて
不織布を製造した。具体的には、１６ｇの繊維状炭素ナノ構造体分散液をキリヤマろ紙（
Ｎｏ．５Ａ、直径３ｃｍ）を用いて減圧ろ過し、ろ物を温度８０℃の雰囲気下で６０分間
乾燥させてシート状の不織布を製造した。そして、実施例１と同様にして成膜性、強度、
耐粉落ち性、導電性、及び密度を評価した。結果を表２に示す。
【００５９】
【表２】

【００６０】
　表２から、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以下の繊維状炭素ナノ構造体と、繊維とを
含む実施例１～９にかかる不織布は、成膜性に優れることが分かる。なかでも、実施例２
～６にかかる不織布は耐粉落ち性も良好であり、さらに、実施例２～５にかかる不織布は
強度および導電性の双方が著しく向上していることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明によれば、シート状部材として使用可能な、ＢＥＴ比表面積が６００ｍ２／ｇ以
下の繊維状炭素ナノ構造体を用いた不織布を得ることができる。
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